
一宮市都市計画マスタープラン及び立地適正化計画 

策定委員会設置要綱 
 

 

（設置） 

第１条 この要綱は、都市計画法（昭和43年法律第100号）第18条の2に規定される、都市計画に

関する基本的な方針（都市計画マスタープラン。以下「マスタープラン」という。）及び都市再

生特別措置法（平成14年法律第22号）第81条に規定される立地適正化計画（以下「立地適正化

計画」という。）を策定するに当たり必要な事項について検討、協議するため、一宮市都市計画

マスタープラン及び立地適正化計画策定委員会（以下「策定委員会」という。）を設置し、その

事務について必要な事項を定めるものとする。 

 

（所掌事務） 

第２条 策定委員会は、次に掲げる事項について検討し、又は協議する。 

（１）マスタープラン策定に関する事項 

（２）立地適正化計画策定に関する事項 

（３）その他策定委員会が必要と認める事項 

 

（組織） 

第３条 策定委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

（１）学識経験を有する者 

（２）市内関係団体の代表者 

 

（任期） 

第４条 委員の任期は、第２条に規定するマスタープラン及び立地適正化計画の策定をもって終

えるものとする。 

２ 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

（委員長） 

第５条 策定委員会には委員長を置き、委員のうちから市長が依頼する。 

２ 委員長は、策定委員会を代表し、会務を総括する。 

３ 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは､あらかじめその指名する委員がその職

務を代理する。 

 

（会議） 

第６条 策定委員会の会議は、必要に応じて委員長が召集し、委員長が議長となる。 

２ 策定委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 



３ 策定委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は議長の決するところとする。 

 

（会議の公開） 

第７条 策定委員会の会議の公開に関する取扱いについて必要な事項は、市長が別に定める。 

 

（オブザーバー） 

第８条 策定委員会にはオブザーバーを置くことができる。 

２ オブザーバーは、策定委員会の求めに応じて会議に出席し、意見を述べることができる。 

３ オブザーバーに事故があるときは、その職務を代理する者が策定委員会の会議に加わること

ができる。 

 

（意見の聴取） 

第９条 策定委員会は、委員長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意

見を聴くことができる。 

 

（議事録） 

第１０条 委員長は、策定委員会の会議について、議事録を作成するものとする。 

２ 議事録は、発言者名を除き公開するものとする。ただし、委員会が公開しない旨を議決した

部分については、この限りではない。 

 

（事務局） 

第１１条 策定委員会の事務局は、一宮市まちづくり部都市計画課に置く。 

 

（その他） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。 

 

 

付則 

１ この要綱は、平成３０年 ４月２０日から施行する。 

２ この要綱は、マスタープラン及び立地適正化計画の策定を以ってその効力を失う。 



  

別表 

一宮市都市計画マスタープラン及び立地適正化計画 

策 定 委 員 会  名 簿  
 

 

設置要綱第３条第１号委員（学識経験を有する者）          （五十音順） 

中部大学 教授 磯部
いそべ

 友彦
ともひこ

  ◎委員長 

豊田工業高等専門学校 准教授 佐藤
さとう

 雄
ゆう

哉
や

   

名古屋学院大学 講師 田中
たなか

 智
ち

麻
ま

 

 

設置要綱第３条第２号委員（市内関係団体の代表者）         （五十音順） 

愛知西農業協同組合 生活部部長 酒井
さ か い

 弘
ひろし

 

名鉄バス株式会社一宮営業所 助役 杉田
す ぎ た

 年
とし

寛
ひろ

 

一宮青年会議所 野杁
のいり

 晃
てる

充
みつ

 

一宮市立保育園保護者会 野々山
の の や ま

 英里
え り

 

一宮市地域女性団体連絡会 副会長 野村
のむら

 綠
みどり

 

一宮市社会福祉協議会 尾西支部長 船橋
ふなはし

 多津
た つ

雄
お

 

一宮市環境基本計画・地球温暖化対策実行計画 

区域施策推進協議会 副会長 舩
ふな

橋
はし

 信子
のぶこ

 

愛知県宅地建物取引業協会西尾張支部 副支部長 水谷
みずたに

 英
えい

一郎
いちろう

 

 

 

 

 

 

オブザーバー（設置要綱第８条） 

国土交通省中部地方整備局 

建政部都市調整官 地下
じ げ

 調
おさむ

 

愛知県都市整備局都市基盤部都市計画課長 片山
かたやま

 貴
たか

視
し

 

 


